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３．特許原簿（見本）  
特 

 
特許第５５００００１号 

  

表 示 部 

表示番号 
（付記） 登 録 事 項 

出願年月日    平成２６年１０月１０日 出願番号  ２０１４－２７０００１ 
    １番 

査定年月日     平成２７年１０月２５日 請求項の数  １ 

発明の名称     ハイブリッド型モータの製造装置 

                                         登録年月日  平成２７年１２月２０日 

特 許 料 記 録 部 

 特許料  
 １年分 金額 2300 円 納付日 平成２７年１１月２４日  ２年分 金額 2300 円 納付日 平成２７年１１月２４日 

 ３年分 金額 2300 円 納付日 平成２７年１１月２４日     

国以外の者の持分の割合，軽減，免除，猶予又は返還に関する事項  

 

甲 区 

順位番号 
（付記） 

登        録        事        項 

 東京都港区赤坂１丁目１番１号    虎ノ門株式会社                          

登録年月日  平成２７年１２月２０日     １番 

付記１号        【登録名義人の表示変更】 

  受付年月日 平成２８年 ２月１０日           受付番号    ０００１１１   

霞ヶ関株式会社                                                  

    ２番      【特定承継による本権の移転】 

  受付年月日 平成２８年 ２月１０日           受付番号        ０００１１１ 

  東京都港区赤坂１丁目１番５０号        パテント株式会社                         

東京都千代田区霞ヶ関１丁目１番１号    日本自動車工業株式会社                                                                                   

    ３番 

 

 

      【特定承継による本権の持分移転】 

 受付年月日 平成２８年１０月３０日           受付番号        ００３３４４ 

  東京都港区六本木１丁目１番１号      東日本自動車株式会社 

 本特許権中日本自動車工業株式会社の持分移転  

 

                                                        続葉有り    
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特 

 
 特許第５５００００１号 

  

乙 区 

順位番号 
（付記） 

登 録 事 項 

 

     【専用実施権の設定】 
 受付年月日 平成２９年３月１０日               受付番号    ０００３３３ 
  専用実施権者  東京都港区虎ノ門２丁目１番１１号                          
                 実用株式会社 
  １．範囲                    
      地域 日本全国                               
      期間 本特許権の存続期間中 
      内容 製造、使用、販売 

 

 

    １番 

 

丁 区 

順位番号 
（付記） 

登 録 事 項 

 

    【質権の設定】 
 受付年月日 平成２８年 ２月１０日             受付番号        ０００１１１ 
  質権者 大阪市北区堂島１丁目１番１号 
          関西 クレジット 株式会社   
  １．原因   平成２８年２月１日付け金銭消費貸借契約に基づく平成２８年２月１日質
権設定契約 
  １．目的たる権利 特許第５５００００１号 
  １．債権額        ３００万円                           
  １．存続期間      平成３０年９月３０日まで 
  １．弁済期        平成３０年９月３０日 
  １．利息          年０，０１％ 
  １．債務者 東京都港区赤坂１丁目１番５０号 
          パテント株式会社 
 本特許権中パテント株式会社の持分についての質権の設定 
                                                           

 

    １番 

 

 

 

 

 

 

 

         （以下余白） 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


